
第３０号議案 

 

第

三

十

号

議

案

 

  

一

之

江

名

主

屋

敷

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

八

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      



第３０号議案 

 

一

之

江

名

主

屋

敷

条

例

 

（

趣

旨

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

一

之

江

名

主

屋

敷

（

以

下

「

名

主

屋

敷

」

と

い

う

。

）

の

設

置

及

び

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

設

置

）
 

第

二

条

 

東

京

都

文

化

財

保

護

条

例

（

昭

和

五

十

一

年

東

京

都

条

例

第

二

十

五

号

）

第

三

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

東

京

都

指

定

史

跡

及

び

江

戸

川

区

文

化

財

保

護

条

例

（

昭

和

五

十

五

年

四

月

江

戸

川

区

条

例

第

三

十

六

号

）

第

四

条

第

一

項

第

五

号

に

規

定

す

る

江

戸

川

区

登

録

史

跡

で

あ

る

名

主

屋

敷

を

保

存

及

び

公

開

し

、

も

っ

て

伝

統

文

化

の

継

承

並

び

に

区

民

文

化

の

創

造

及

び

発

展

に

資

す

る

た

め

、

名

主

屋

敷

を

次

の

と

お

り

設

置

す

る

。

 

名

称

 
 

 
 

 
 

 
 

位

置

 

一

之

江

名

主

屋

敷

 
 

 

江

戸

川

区

春

江

町

二

丁

目

二

一

番

二

〇

号

 

（

事

業

）

 

第

三

条

 

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

（

以

下

「

委

員

会

」

と

い

う

。

）

は

、

前

条

の

設

置

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

次

の

事

業

を

行

う

。

 

一

 

名

主

屋

敷

の

公

開

及

び

施

設

の

利

用

並

び

に

維

持

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

 

二

 

名

主

屋

敷

に

関

す

る

資

料

の

収

集

、

保

管

及

び

展

示

に

関

す

る

こ

と

。

 

三

 

そ

の

他

委

員

会

が

必

要

と

認

め

る

事

業

に

関

す

る

こ

と

。

 

（

公

開

）

 



第３０号議案 

 

第

四

条

 

名

主

屋

敷

の

公

開

に

あ

っ

て

は

、

第

八

条

第

二

項

に

規

定

す

る

入

館

料

の

納

付

を

も

っ

て

、

入

館

の

承

認

を

受

け

た

も

の

と

み

な

す

。

 
２

 
委

員

会

は

、

名

主

屋

敷

の

管

理

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

名

主

屋

敷

の

全

部

又

は

一

部

の

公

開

を

停

止

し

、

又

は

制

限

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

入

館

の

制

限

）

 

第

五

条

 

委

員

会

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

名

主

屋

敷

へ

の

入

館

を

制

限

し

、

又

は

退

館

を

命

じ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

公

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

 

二

 

秩

序

を

乱

す

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

 

三

 

設

置

目

的

に

反

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

 

四

 

そ

の

他

管

理

上

支

障

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

 

（

利

用

承

認

）

 

第

六

条

 

名

主

屋

敷

の

施

設

（

オ

ク

ザ

シ

キ

、

ツ

ギ

ノ

マ

及

び

イ

リ

カ

ワ

に

限

る

。

次

条

、

第

八

条

及

び

第

十

二

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

あ

ら

か

じ

め

委

員

会

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

委

員

会

は

、

前

項

の

利

用

の

承

認

に

際

し

、

管

理

上

必

要

な

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

利

用

の

不

承

認

）

 

第

七

条

 

委

員

会

は

、

施

設

の

利

用

に

つ

い

て

、

第

五

条

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き



第３０号議案 

 

は

、

利

用

を

承

認

し

な

い

。

 

（

使

用

料

）

 
第

八

条
 

名

主

屋

敷

の

入

館

料

及

び

施

設

の

利

用

に

係

る

施

設

使

用

料

は

、

別

表

の

と

お

り

と

す

る

。
 

２

 

名

主

屋

敷

に

入

館

し

よ

う

と

す

る

者

（

以

下

「

入

館

者

」

と

い

う

。

）

は

、

前

項

に

規

定

す

る

入

館

料

を

納

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

第

六

条

の

規

定

に

よ

り

承

認

を

受

け

た

者

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

入

館

料

及

び

施

設

使

用

料

（

以

下

「

入

館

料

等

」

と

い

う

。

）

を

納

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

入

館

料

等

の

減

額

又

は

免

除

）

 

第

九

条

 

前

条

に

規

定

す

る

入

館

料

等

は

、

委

員

会

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

減

額

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

入

館

料

等

の

不

還

付

）

 

第

十

条

 

既

に

納

付

し

た

入

館

料

等

は

、

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

委

員

会

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

利

用

承

認

の

取

消

し

等

）

 

第

十

一

条

 

委

員

会

は

、

利

用

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

の

承

認

を

取

り

消

し

、

又

は

利

用

を

制

限

し

、

若

し

く

は

停

止

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

こ

の

条

例

又

は

こ

の

条

例

に

基

づ

く

規

則

そ

の

他

の

規

定

に

違

反

し

た

と

き

。
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二

 

利

用

の

目

的

に

反

し

、

又

は

利

用

の

条

件

に

違

反

し

た

と

き

。

 

三
 

災

害

そ

の

他

の

事

故

に

よ

り

利

用

が

で

き

な

く

な

っ

た

と

き

。

 
四

 

そ

の

他

委

員

会

が

特

に

必

要

と

認

め

る

と

き

。

 

（

原

状

回

復

の

義

務

）

 

第

十

二

条

 
利

用

者

は

、

そ

の

利

用

が

終

わ

っ

た

と

き

、

又

は

利

用

を

停

止

さ

れ

、

若

し

く

は

利

用

の

承

認

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

直

ち

に

施

設

を

原

状

に

回

復

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

利

用

者

が

、

前

項

の

義

務

を

履

行

し

な

い

と

き

は

、

委

員

会

が

執

行

し

、

そ

の

費

用

を

利

用

者

か

ら

徴

収

す

る

。

 

（

入

館

又

は

利

用

の

権

利

の

譲

渡

等

の

禁

止

）

 

第

十

三

条

 

入

館

者

及

び

利

用

者

（

以

下

「

入

館

者

等

」

と

い

う

。

）

は

、

入

館

又

は

利

用

の

権

利

を

譲

渡

し

、

又

は

転

貸

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

損

害

賠

償

の

義

務

）

 

第

十

四

条

 

入

館

者

等

は

、

施

設

若

し

く

は

備

付

器

具

等

を

毀

損

し

、

又

は

滅

失

し

た

と

き

は

、

委

員

会

の

定

め

る

損

害

額

を

賠

償

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

委

員

会

が

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

賠

償

額

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

開

館

時

間

等

）

 

第

十

五

条

 

名

主

屋

敷

の

開

館

時

間

及

び

休

館

日

は

、

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下 

「

教

育

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

。

 



第３０号議案 

 

（

委

任

）

 

第

十

六

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。

 

 

付
 

則

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

委

員

会

が

行

う

利

用

の

承

認

そ

の

他

名

主

屋

敷

の

管

理

の

た

め

に

必

要

な

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

別

表

（

第

八

条

関

係

）

 

      

（

説

明

）

 

名

主

屋

敷

の

設

置

及

び

管

理

に

つ

い

て

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 施

設

使

用

料

 

 

入

館

料

 種

別

 

一

日

一

回

 

 

一

人

一

日

 

単

位

 

二

、

〇

〇

〇

円

 

中

学

生

以

下

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無

料

 

一

般

（

高

校

生

以

上

）

 
 

 

一

〇

〇

円

 

使

用

料

 

 


